
事 務 連 絡 

平成２９年１１月１０日 

 

各都道府県障害保健福祉主管部（局）御中 

 

 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

 

 

 

情報連携の本格運用開始に関するＱ＆Ａ 

 

 

 日頃より、障害保健福祉行政の適正な運営にご尽力いただき、厚く御礼申し上げま

す。 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25

年法律第 27 号）第 19 条第７号の規定に基づく情報照会及び同法第 22 条第１項の規定

に基づく情報提供（以下「情報連携」という。）については、平成 29 年７月 18 日から

試行運用を開始し、申請者等に従来の添付書類の提出を求めつつ、情報提供ネットワ

ークシステムを使用した情報連携を行ってきました。 

 今般、同年 11 月 13 日から本格運用を開始するに当たり、内閣官房番号制度推進室

と総務省大臣官房個人番号企画室より、各都道府県番号制度所管課宛に「情報連携の

本格運用開始に関するＱ＆Ａ」（別紙）が発出されました。 

各都道府県の障害保健福祉主管部（局）におかれましても、情報連携を行っていた

だく際の参考としていただきますようお願いいたします。 

また、管内市町村（特別区含む）にも、この旨ご周知ください。 

  

 


